
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  定期借地権の一時金 

Ｑ：先日、定期借地権の賃料を一括前払い

した場合の取り扱いが明らかにされたそうで

すが、どのような内容だったのですか？ 

 

Ａ：一定の契約に基づく一括前払賃料は、

期間に応じた費用化、収益の計上が認められ

ます。 

【解説】 

さきごろ、国税庁の文書回答で、定期借地

権の賃料の全部又は一部を一括して授受した

場合の税務上の取扱いが明らかにされました。 

これによりますと、定期借地権の一時金を、

一定の契約に基づき賃料の前払いとして一括

授受する場合は、借地人、土地所有者のそれ

ぞれにつき、期間に応じた費用化、収益の計

上が認められるということです。 

定期借地権の一時金が「権利金」に該当し

ますと、土地所有者側では、その権利金に対

して一時に課税され、また、借地人において

も、権利金を契約終了時まで損失に計上する

できないという取扱いになりますが、この前

払賃料方式ですと、期間の経過に伴って費用

化することができますので、借地人にとって

も土地所有者にとってもメリットが受けられ

るものとなります。 

ただし、この取扱いを受けるには、授受さ

れる一時金が前払賃料であると契約で明確に

されている必要があります。 

また、賃料が適正に算定されている必要も

ありますので、この点、注意してください。 
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